
（回答）

A1.よろしいです。

A2.アスベスト調査業務料は、予定価格に計上しておりません。
　  設計を行う中で、アスベスト調査が必要となった場合、協議対象とします。

A3.設計を行う中で、アスベスト調査が必要となった場合、協議します。


